
船舶事故等調査報告書 

平成２７年６月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４広第４０号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２６年２月６日 ０７時２０分ごろ 

発生場所 愛媛県今治市大浜漁港北方沖 

 ウズ鼻灯台から真方位２２９°９５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°０６.４１′ 東経１３２°５９.００′） 

事故等調査の経過 平成２６年２月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 引船 ひろふじ、１９トン 

   ２９０－４８７６１広島、メイクマリン有限会社、内海船舶有

限会社（船舶借入人） 

Ｂ 台船 （船名不詳）、全長４５.０ｍ 

   なし、光洋工業株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船底外板に凹損、プロペラに曲損 

Ｂ なし 

 事故等の経過  Ａ船は、船長ほか１人が乗り組み、鉄板約３００ｔを積載したＢ船

を左舷側に３本の係船索で横抱きにし、約３～４ノット（kn）の速力

で、大浜漁港北側にある造船所に向けて同漁港北方沖を西進した。 

Ａ船は、船長が、手動操舵により操船し、来島
くるしま

白石
しろいし

灯標が設置され

ている水上岩（以下「本件水上岩」という。）を右舷方に見て西進を

続けていたところ、潮流により本件水上岩に寄せられるようになった

ので、左舵を取って増速したが、平成２６年２月６日０７時２０分ご

ろ、本件水上岩南側の浅瀬に乗り揚げた。 

Ａ船は、海上保安庁に本事故を通報し、引船により離礁した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 東、風力 ３、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の末期、潮流 北西流約２.５kn 

 その他の事項 Ａ船の喫水は、船首約１.４ｍ、船尾約２.４ｍであり、Ｂ船の喫水

は、船首及び船尾共に約０.７ｍであった。 

 船長は、台船を横抱きにして本事故発生場所付近を１０回以上航行

した経験があり、いずれも憩流時に航行していたが、本事故当時、潮

流が強いことを知っていたものの、揚げ荷の予定に合わせようとして

航行した。 

もう一人の乗組員は、本事故当時、Ｂ船に移乗して左舷方の見張り



及び係留作業の準備に当たっていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ あり 

 Ａ船は、大浜漁港北方沖において、Ｂ船を横抱きにし、本件水上岩

を右舷方に見て西進中、北西向きの潮流に圧流されたことから、本件

水上岩南側の浅瀬に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が、大浜漁港北方沖において、Ｂ船を横抱きにし、

本件水上岩を右舷方に見て西進中、北西向きの潮流に圧流されたた

め、本件水上岩南側の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考

えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行経路付近に浅瀬などがある場合には、潮流の影響を考慮し

て、浅瀬などから離れて航行し、又は航行する時機を調整するこ

と。 

 


